
○
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
九
号
）

改

正

案

現

行

第
一
章

訪
問
販
売
、
通
信
販
売
及
び
電
話
勧
誘
販
売

第
一
章

訪
問
販
売
、
通
信
販
売
及
び
電
話
勧
誘
販
売

第
三
節

通
信
販
売

第
三
節

通
信
販
売

（
通
信
販
売
に
つ
い
て
の
広
告
）

（
通
信
販
売
に
つ
い
て
の
広
告
）

第
八
条

法
第
十
一
条
第
五
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

第
八
条

法
第
十
一
条
第
五
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
が
法
人
で
あ
つ
て
、
電
子
情
報

二

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
が
法
人
で
あ
つ
て
、
電
子
情
報

処
理
組
織
（
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子

処
理
組
織
（
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
と
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で

計
算
機
と
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で

接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
条
第

接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
第
十
条
第
三
項
及
び
第
十

三
項
及
び
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法

四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
広
告
を

に
よ
り
広
告
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事

す
る
場
合
に
は
、
当
該
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
の
代
表
者

業
者
の
代
表
者
又
は
通
信
販
売
に
関
す
る
業
務
の
責
任
者
の
氏
名

又
は
通
信
販
売
に
関
す
る
業
務
の
責
任
者
の
氏
名

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

八

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
電
磁
的
記
録
を
相
手
方
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
し
て
提
供
す
る
方
法
（
他
人
に
委
託
し

て
行
う
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
広
告
を
す
る
と
き
は

、
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

九

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
電
磁
的
記
録
を
相
手
方
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
し
て
提
供
す
る
方
法
に
よ
り
広
告
を
す

る
と
き
は
、
当
該
販
売
業
者
又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
か
ら
そ
の

方
法
に
よ
り
広
告
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
相
手
方
が

、
そ
の
旨
の
意
思
を
表
示
す
る
た
め
の
方
法
（
そ
の
方
法
が
な
い
場

合
に
は
、
そ
の
旨
）



十

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
電
磁
的
記
録
を
相
手
方
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
し
て
提
供
す
る
方
法
に
よ
り
広
告
を
す

る
と
き
で
あ
つ
て
、
相
手
方
の
請
求
に
基
づ
か
な
い
で
、
か
つ
、
そ

の
承
諾
を
得
な
い
で
そ
の
方
法
に
よ
り
広
告
の
提
供
を
行
う
と
き
は

、
通
信
販
売
に
つ
い
て
の
広
告
で
あ
る
旨

２

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
は
、
前
項
第
九
号
の
規
定
に
よ
り

意
思
を
表
示
す
る
た
め
の
方
法
が
な
い
旨
を
表
示
す
る
と
き
は
、
そ
の

広
告
の
用
に
供
さ
れ
る
電
磁
的
記
録
の
表
題
部
の
最
前
部
（
前
項
第
十

！
連
絡
方

法

号
に
定
め
る
事
項
と
併
記
の
場
合
に
は
、
そ
の
次
）
に
「

」
と
表
示
し
、
か
つ
、
そ
の
本
文
に
そ
の
旨
を
明
確
に
表
示
し
な

無
！け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
は
、
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
、
そ
の
広
告
の
用
に
供
さ
れ
る
電
磁
的
記
録
の
表
題
部
の

最
前
部
に
「

」
と
表
示
し
、
か
つ
、
そ
の
本
文
に
通
信
販
売

！
広
告
！

に
つ
い
て
の
広
告
で
あ
る
旨
を
明
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条

法
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
号
及
び
第
八

第
十
条

法
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
号
及
び
第
八

条
第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
購
入
者
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
の

条
第
四
号
に
定
め
る
購
入
者
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
の
負
担
す

負
担
す
べ
き
金
銭
を
表
示
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
そ
の
金
銭
を

べ
き
金
銭
を
表
示
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
そ
の
金
銭
を
全
部
表

全
部
表
示
し
な
い
場
合
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
法
第
十
一
条
各
号

示
し
な
い
場
合
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
法
第
十
一
条
各
号
に
定
め

に
定
め
る
事
項
（
第
八
条
第
一
項
第
三
号
、
第
六
号
か
ら
第
十
号
に
掲

る
事
項
（
第
八
条
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除

げ
る
事
項
を
除
く
。
）
の
一
部
を
表
示
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

く
。
）
の
一
部
を
表
示
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

購
入
者
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
の
負
担
す
べ
き
金
銭
の
全
部

２

購
入
者
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
の
負
担
す
べ
き
金
銭
の
全
部

を
表
示
す
る
場
合
は
、
法
第
十
一
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
定
め

を
表
示
す
る
場
合
は
、
法
第
十
一
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
定
め

る
事
項
（
第
八
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
六
号
か
ら
第
十
号
に

る
事
項
（
第
八
条
第
三
号
、
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る

掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
の
一
部
を
表
示
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
た

事
項
を
除
く
。
）
の
一
部
を
表
示
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

だ
し
、
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
に
係
る
金
銭
の
全
部
又
は
一
部

売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
に
係
る
金
銭
の
全
部
又
は
一
部
の
支
払

の
支
払
が
商
品
の
引
渡
し
若
し
く
は
権
利
の
移
転
又
は
役
務
の
提
供
前

が
商
品
の
引
渡
し
若
し
く
は
権
利
の
移
転
又
は
役
務
の
提
供
前
で
あ
る

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
商
品
若
し
く
は
権
利
の
代
金
又
は
役
務
の
対

場
合
に
あ
つ
て
は
商
品
若
し
く
は
権
利
の
代
金
又
は
役
務
の
対
価
の
支

価
の
支
払
時
期
、
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受
け
た

払
時
期
、
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受
け
た
後
遅
滞

後
遅
滞
な
く
当
該
申
込
み
に
係
る
商
品
を
送
付
し
な
い
場
合
若
し
く
は

な
く
当
該
申
込
み
に
係
る
商
品
を
送
付
し
な
い
場
合
若
し
く
は
権
利
を



権
利
を
移
転
し
な
い
場
合
又
は
役
務
を
提
供
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は

移
転
し
な
い
場
合
又
は
役
務
を
提
供
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
法
第
十

法
第
十
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
商
品
に
隠
れ
た
瑕
疵
が
あ
る

一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
商
品
に
隠
れ
た
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に

場
合
に
販
売
業
者
が
そ
の
責
任
を
負
わ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
販
売
業

販
売
業
者
が
そ
の
責
任
を
負
わ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
販
売
業
者
の
責

者
の
責
任
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

任
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

第
二
章

連
鎖
販
売
取
引

第
二
章

連
鎖
販
売
取
引

（
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
広
告
）

（
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
広
告
）

第
二
十
五
条

法
第
三
十
五
条
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

第
二
十
五
条

法
第
三
十
五
条
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
連
鎖
販
売
業
を
行
う
者
が
法
人
で
あ
つ
て

二

統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
連
鎖
販
売
業
を
行
う
者
が
法
人
で
あ
つ
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
連
鎖
販
売
業
を
行

、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
連
鎖
販
売
業
を
行

う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
広
告
を

）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
広
告
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
統
括
者

す
る
場
合
に
は
、
当
該
統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
連
鎖
販
売
業
を
行
う

、
勧
誘
者
又
は
連
鎖
販
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
又
は
連
鎖
販
売
業

者
の
代
表
者
又
は
連
鎖
販
売
業
に
関
す
る
業
務
の
責
任
者
の
氏
名

に
関
す
る
業
務
の
責
任
者
の
氏
名

三

（
略
）

三

（
略
）

四

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
電
磁
的
記
録
を
相
手
方
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
し
て
提
供
す
る
方
法
に
よ
り
広
告
を
す

る
と
き
は
、
統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
連
鎖
販
売
業
を
行
う
者
の
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

五

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
電
磁
的
記
録
を
相
手
方
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
し
て
提
供
す
る
方
法
に
よ
り
広
告
を
す

る
と
き
は
、
当
該
統
括
者
、
当
該
勧
誘
者
又
は
当
該
連
鎖
販
売
業
を

行
う
者
か
ら
そ
の
方
法
に
よ
り
広
告
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
を
希
望

し
な
い
相
手
方
が
、
そ
の
旨
の
意
思
を
表
示
す
る
た
め
の
方
法
（
そ

の
方
法
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
）



六

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
電
磁
的
記
録
を
相
手
方
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
し
て
提
供
す
る
方
法
に
よ
り
広
告
を
す

る
と
き
で
あ
つ
て
、
相
手
方
の
請
求
に
基
づ
か
な
い
で
、
か
つ
、
そ

の
承
諾
を
得
な
い
で
そ
の
方
法
に
よ
り
広
告
の
提
供
を
行
う
と
き
は

、
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
広
告
で
あ
る
旨

２

統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
連
鎖
販
売
業
を
行
う
者
は
、
前
項
第
五
号
の

規
定
に
よ
り
意
思
を
表
示
す
る
た
め
の
方
法
が
な
い
旨
を
表
示
す
る
と

き
は
、
そ
の
広
告
の
用
に
供
さ
れ
る
電
磁
的
記
録
の
表
題
部
の
最
前
部

（
前
項
第
六
号
に
定
め
る
事
項
と
併
記
の
場
合
に
は
、
そ
の
次
）
に
「

」
と
表
示
し
、
か
つ
、
そ
の
本
文
に
そ
の
旨
を
明
確

！
連

絡
方

法
無
！

に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
連
鎖
販
売
業
を
行
う
者
は
、
第
一
項
第
六
号

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
広
告
の
用
に
供
さ
れ
る
電
磁
的
記
録

の
表
題
部
の
最
前
部
に
「

」
と
表
示
し
、
か
つ
、
そ
の
本
文

！
広
告
！

に
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
広
告
で
あ
る
旨
を
明
確
に
表
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引

第
四
章

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引

（
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
広
告
）

（
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
広
告
）

第
四
十
条

法
第
五
十
三
条
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は

第
四
十
条

法
第
五
十
三
条
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
が
法
人
で
あ
つ
て
、
電
子
情
報

二

業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
が
法
人
で
あ
つ
て
、
電
子
情
報

処
理
組
織
（
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子

処
理
組
織
（
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
と
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で

計
算
機
と
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で

接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
広
告
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
業

り
広
告
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者

務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売

の
代
表
者
又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
に
関
す
る
業
務
の
責
任
者
の

業
に
関
す
る
業
務
の
責
任
者
の
氏
名

氏
名



三

（
略
）

三

（
略
）

四

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
電
磁
的
記
録
を
相
手
方
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
し
て
提
供
す
る
方
法
に
よ
り
広
告
を
す

る
と
き
は
、
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス

五

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
電
磁
的
記
録
を
相
手
方
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
し
て
提
供
す
る
方
法
に
よ
り
広
告
を
す

る
と
き
は
、
当
該
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
か
ら
そ
の
方
法

に
よ
り
広
告
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
相
手
方
が
、
そ

の
旨
の
意
思
を
表
示
す
る
た
め
の
方
法
（
そ
の
方
法
が
な
い
場
合
に

は
、
そ
の
旨
）

六

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
電
磁
的
記
録
を
相
手
方
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
し
て
提
供
す
る
方
法
に
よ
り
広
告
を
す

る
と
き
で
あ
つ
て
、
相
手
方
の
請
求
に
基
づ
か
な
い
で
、
か
つ
、
そ

の
承
諾
を
得
な
い
で
そ
の
方
法
に
よ
り
広
告
の
提
供
を
行
う
と
き
は

、
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
広
告
で
あ
る
旨

２

業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
は
、
前
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り

意
思
を
表
示
す
る
た
め
の
方
法
が
な
い
旨
を
表
示
す
る
と
き
は
、
そ
の

広
告
の
用
に
供
さ
れ
る
電
磁
的
記
録
の
表
題
部
の
最
前
部
（
前
項
第
六

！
連
絡

方
法

号
に
定
め
る
事
項
と
併
記
の
場
合
に
は
、
そ
の
次
）
に
「

」
と
表
示
し
、
か
つ
、
そ
の
本
文
に
そ
の
旨
を
明
確
に
表
示
し
な

無
！け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
は
、
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
、
そ
の
広
告
の
用
に
供
さ
れ
る
電
磁
的
記
録
の
表
題
部
の

最
前
部
に
「

」
と
表
示
し
、
か
つ
、
そ
の
本
文
に
業
務
提
供

！
広
告

！

誘
引
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
広
告
で
あ
る
旨
を
明
確
に
表
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。




